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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第24期

第３四半期連結
累計期間

第25期
第３四半期連結
累計期間

第24期
第３四半期連結
会計期間

第25期
第３四半期連結
会計期間

第24期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 29,348,20128,238,0129,609,99310,856,99738,114,067

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) △ 136,043417,035△ 45,439 136,676 141,340

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △ 688,751121,030△ 110,704 16,170 126,227

純資産額 (千円) ― ― 2,891,1434,078,0833,761,217

総資産額 (千円) ― ― 15,002,51614,608,75813,931,069

１株当たり純資産額 (円) ― ― 21,388.8529,350.4231,323.39

１株当たり四半期(当
期)純利益金額又は１株
当たり四半期純損失金
額(△)

(円) △ 8,808.911,233.96△ 1,286.62150.36 1,575.39

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利
益金額

(円) ― 1,225.10 ― 148.98 ―

自己資本比率 (％) ― ― 12.3 21.6 19.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 395,299△1,771,031 ― ― 1,421,285

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,217,720△66,643 ― ― 3,791,914

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 2,659,272660,192 ― ― △4,574,437

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 2,867,9252,382,8643,564,649

従業員数 (名) ― ― 844 1,162 897

　
(注) １当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、第24期第３四半期連結累計期間及び第24期第３四

半期連結会計期間については、１株当たり四半期純損失であるため、第24期については、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事
業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名)
1,162
(156)

　
(注) １従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む)であります。
２ 臨時従業員数は(　)内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。
３ 従業員数が当第３四半期連結会計期間において160名増加しております。主な理由は、ソリューション事業

における営業員の採用が増加したことによるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(名) 448

　

　　(注)　従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比（％）

ソリューション事業 1,045,111 113.6

モバイル事業 227,244 103.6

サービス＆サポート事業 － －

マーキングサプライ事業 6,449,839 123.6

合　　　　　　　　　　計 7,722,196 121.4

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。
２　金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載を省略しております。
　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの

名称
主要品目 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

ソリューション事業

情報通信機器販売 2,420,102 97.1

ソフトウェア販売 144,130 106.0

コールセンター回線取次手数料 427,865 211.9

電気通信設備工事 221,406 110.1

小計 3,213,504 106.1

モバイル事業

携帯電話販売高 27,370 74.0

販売手数料 345,984 115.6

小計 373,354 111.1

サービス＆サポート事業

ＡＳＰサービス 13,038 83.5

ＩＳＰサービス 317,938 89.7

小計 330,977 89.5

マーキングサプライ事業 マーキングサプライ販売 6,939,161 118.1

合　　　　　　　　　　　　　　計 10,856,997 113.0

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。
２　金額には、消費税等は含まれておりません。
３　主な相手先別の販売実績は、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満のため省略しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
　また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)
が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況　

　当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）におけるわが国経済は、企業
のコスト削減活動の継続、雇用環境の悪化、節約志向による個人消費の低迷などにより景気は総じて弱含
みで推移しました。在庫調整の進展、外需の回復等による企業収益の改善などが一部にみられ、景気底入
れ感はあるものの、当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が続いております。
　こうしたなか、当第３四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、前年同四半期の9,609百万円から
13.0％増加し10,856百万円となりました。
　また、前連結会計年度より引き続き推進しております、「経営改革」による収益力の向上とコスト削減
により収益は改善され、営業利益は前年同四半期の30百万円から102百万円増加し133百万円の利益とな
り、経常損益は前年同四半期の45百万円の損失から182百万円増加し136百万円の利益、四半期純損益は前
年同四半期の110百万円の損失から126百万円増加し16百万円の利益となりました。
　なお、各セグメントにおける業績は、以下のとおりであります。

　

(ソリューション事業) 

ソリューション事業においては、引き続き、ビジネスホン等の通信機器並びにコピー機、複合機等のＯ
Ａ機器及び法人携帯の販売基盤の拡大に注力する一方、テレマーケティングシステムの活用による情報
管理の徹底等、営業活動の効率化を推進しました。コンシューマー向けの回線サービスにおいては、アウ
トバウンドコールセンターの充実並びに訪問営業のインフラ整備を行いました。また、人材の採用と教育
研修の強化による人材の活性化に注力しました。
　以上により、売上高は前年同四半期の3,037百万円から5.9％増加し、3,217百万円となり、営業利益は前
年同四半期の115百万円から14.8％増加し、132百万円となりました。

　

(モバイル事業)

移動通信市場では、携帯電話端末販売方式の変更や国内景気低迷により販売台数は減少となりました
が、当社グループにおいては販売価格の安定や新機種販売等により堅調に推移いたしました。
　以上により、売上高は前年同四半期の336百万円から、11.1％増加し373百万円となり、営業利益は前年同
四半期の11百万円から17.4％増加し、13百万円の利益となりました。

　
(サービス＆サポート事業)

ＩＳＰサービスは、イベントの開催や営業力強化による法人向けポータルサイト「Bizloop」の登録件
数増加並びにISPの新メニューの販売に注力しました。
　ＩＰ電話の利用料金収入の減少等により、売上高は減少したものの、コスト削減等により収益性は改善
され営業利益は微減となりました。
　以上により、売上高は前年同四半期の382百万円から10.3％減少し、343百万円となり、営業利益は前年同
四半期の34百万円から1.4％減少し、34百万円となりました。

　
(マーキングサプライ事業)

マーキングサプライ事業においては、インクカートリッジの売上が回復基調であるものの、トナーカー
トリッジの売上は、企業の経費削減の流れを受け国内外とも厳しい状況で推移しました。
　しかし、このような状況のもと、当連結会計年度から開始しました環境に配慮した新商材であるＬＥＤ
照明の販売が当第３四半期に大きく伸びたこと等により売上高は増加いたしました。また、前年同四半期
と比べコスト削減等により収益率が向上したことにより利益も増加いたしました。
　以上により、売上高は前年同四半期の5,904百万円から18.5％増加し6,995百万円となり、営業利益は前
年同四半期の76百万円から87.9％増加し144百万円となりました。 
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(2) 財政状態の分析　

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ677百万円増加し、14,608百万円と
なりました。これは、受取手形及び売掛金が1,830百万円増加し、現金及び預金が1,284百万円減少したこ
となどによるものであります。
当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ360百万円増加し、10,530百万円とな

りました。これは、支払手形及び買掛金が217百万円増加したこと等によるものであります。
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ316百万円増加し、4,078百万円とな

りました。これは、資本金が197百万円、資本剰余金が197百万円、利益剰余金が67百万円それぞれ増加し、
少数株主持分が152百万円減少したこと等によるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末と比べ697百万円減
少し、2,382百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、966百万円（前年同四半期は366百万円の収入）の支出となり

ました。これは、主として、税金等調整前四半期純利益を137百万円計上した一方で、売上債権が2,212百万
円、仕入債務が1,114百万円、それぞれ増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、50百万円（前年同四半期は1,037百万円の収入）の収入となり

ました。これは、主として、定期預金の払戻による収入131百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、214百万円（前年同四半期は1,057百万円の支出）の収入とな

りました。これは、主として、長期借入れによる収入200百万円等によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変
更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、
除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。
また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 230,000

計 230,000

　

② 【発行済株式】

　

種類

第３四半期会計期間
末現在
発行数(株)

(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 109,490 109,490
ジャスダック
証券取引所

単元株式数は１株であります。

計 109,490 109,490 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ
れた株式数は、含まれておりません。

　
　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法の規定に基づく新株予約権の状況

イ　平成17年６月24日定時株主総会決議（第３回新株予約権）
　

　
第３四半期会計期間末現在

（平成21年12月31日）

新株予約権の数(個) 360

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 360　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり526,000
(注)２

新株予約権の行使期間
平成19年８月11日から
平成22年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 526,000
資本組入額 263,000
　

新株予約権の行使の条件 (注)３，４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―
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(注) １  新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与
株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株
式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数
を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新
株予約権の総数を乗じた数とする。

２　発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未
満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権
の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これ
を切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
３　主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社取締役、監査役、執行役員または使用人の地位
であることを要するものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(3) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権の発行時において当社取引先及び当社取引先の役職員であった対象者は、権利行使時におい
て、当社と当社取引先の取引関係が良好に継続していること、及び当社への業務寄与が高いと判断できる
ことを要する。

４　新株予約権の行使の条件につきましては、平成17年６月24日開催定時株主総会決議及び平成17年８月11日開催
の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められておりま
す。

　
②　会社法の規定に基づく新株予約権の状況

イ　平成20年６月27日定時株主総会決議（第４回新株予約権）
　

　
第３四半期会計期間末現在

（平成21年12月31日）

新株予約権の数(個) 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり17,566
(注)２

新株予約権の行使期間
平成23年２月24日から
平成25年２月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 17,566
資本組入額 8,783
　

新株予約権の行使の条件 (注)３，４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)５
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(注) １　新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与
株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株
式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数
を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新
株予約権の総数を乗じた数とする。

２　割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未
満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権
の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これ
を切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
３　主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社が認める当社のグループ会社の
取締役、監査役、執行役員または使用人の地位であることを要するものとする。

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
４　新株予約権の行使の条件につきましては、平成20年６月27日開催定時株主総会決議及び平成21年２月23日開催
の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められており
ます。

５　組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日
（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき
株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前に
おいて残存する募集新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それ
ぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい
う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権
を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画
において定めることを条件とする。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数
　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
　再編対象会社の普通株式とする。

　　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額
(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

　　⑤新株予約権を行使することができる期間 
　　上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　　(ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。

　　(イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の
資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
　　⑧新株予約権の取得条項
　　下記(注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
　　⑨その他の新株予約権の行使の条件
　　新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
６　新株予約権の取得条項
　　以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会
決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することがで
きる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 
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ロ　平成20年６月27日定時株主総会決議（第５回新株予約権）
　

　
第３四半期会計期間末現在

（平成21年12月31日）

新株予約権の数(個) 1,750

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,750　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり17,566
(注)２

新株予約権の行使期間
平成23年２月24日から
平成25年２月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 17,566
資本組入額 8,783
　

新株予約権の行使の条件 (注)３，４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)５

(注) １　新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与
株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株
式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数
を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新
株予約権の総数を乗じた数とする。

２　割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未
満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権
の行使の場合を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これ
を切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数
３　主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社が認める当社のグループ会社の
取締役、監査役、執行役員または使用人の地位であることを要するものとする。

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
４　新株予約権の行使の条件につきましては、平成20年６月27日開催定時株主総会決議及び平成21年２月23日開催
の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められており
ます。
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５　組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有
する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとす
る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数
　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
　再編対象会社の普通株式とする。

　　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額
(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

　　⑤新株予約権を行使することができる期間 
　　上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　　(ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。

　　(イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の
資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
　　⑧新株予約権の取得条項
　　下記(注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
　　⑨その他の新株予約権の行使の条件
　　新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
６　新株予約権の取得条項
　　以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会
決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することがで
きる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 
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ハ　平成20年６月27日定時株主総会決議（第６回新株予約権）
　

　
第３四半期会計期間末現在

（平成21年12月31日）

新株予約権の数(個) 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり26,700
(注)２

新株予約権の行使期間
平成23年８月21日から
平成28年８月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 26,700
資本組入額 13,350
　

新株予約権の行使の条件 (注)３，４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)５

(注) １　新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与
株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株
式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数
を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新
株予約権の総数を乗じた数とする。

２　割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未
満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権
の行使の場合等を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、こ
れを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋新規発行による増加株式数
３　主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社が認める当社のグループ会社の
取締役、監査役、執行役員または使用人の地位であることを要するものとする。

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
４　新株予約権の行使の条件につきましては、平成20年６月27日開催定時株主総会決議及び平成21年８月20日開催
の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められており
ます。
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５　組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有
する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとす
る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数
　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
　再編対象会社の普通株式とする。

　　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額
(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

　　⑤新株予約権を行使することができる期間 
　　上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　　(ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。

　　(イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の
資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
　　⑧新株予約権の取得条項
　　下記(注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
　　⑨その他の新株予約権の行使の条件
　　新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
６　新株予約権の取得条項
　　以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会
決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することがで
きる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 
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ニ　平成20年６月27日定時株主総会決議（第７回新株予約権）
　

　
第３四半期会計期間末現在

（平成21年12月31日）

新株予約権の数(個) 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり26,700
(注)２

新株予約権の行使期間
平成23年８月21日から
平成28年８月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 26,700
資本組入額 13,350
　

新株予約権の行使の条件 (注)３，４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他一切の処分は認めないも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)５

(注) １　新株予約権を割当する日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、付与
株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株
式数に当該時点で行使又は消去されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数
を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消去されていない新
株予約権の総数を乗じた数とする。

２　割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式の分割等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整後の生じる１円未
満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権
の行使の場合等を除く。)は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、こ
れを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

分割・新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数
３　主な新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社が認める当社のグループ会社の
取締役、監査役、執行役員または使用人の地位であることを要するものとする。

(2) 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
４　新株予約権の行使の条件につきましては、平成20年６月27日開催定時株主総会決議及び平成21年８月20日開催
の取締役会決議に基づき、提出会社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定められており
ます。
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５　組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有
する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとす
る。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数
　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
　再編対象会社の普通株式とする。

　　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定する。

　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額
(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。 

　　⑤新株予約権を行使することができる期間 
　　上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行
使することができる期間の満了日までとする。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　　(ア)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げる。

　　(イ)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の
資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
　　⑧新株予約権の取得条項
　　下記(注)６の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
　　⑨その他の新株予約権の行使の条件
　　新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。
６　新株予約権の取得条項
　　以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会
決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することがで
きる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年12月31日 ― 109,490 ― 1,158,428 ― 1,087,530

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 1,947
― ―

完全議決権株式(その他)
　

普通株式 107,543
　

107,543 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 109,490 ― ―

総株主の議決権 ― 107,543 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社エフティ
コミュニケーションズ

東京都中央区
日本橋蛎殻町
二丁目13番６号

1,947 ― 1,947 1.78

計 ― 1,947 ― 1,947 1.78
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 ６月 ７月 ８月 　９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 12,10019,70027,00027,00028,00027,40026,90027,14024,500

最低(円) 10,00010,20018,20020,30021,90024,58024,00020,95021,500

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものです。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社エフティコミュニケーションズ(E03405)

四半期報告書

18/38



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19
年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
　なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累
計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第
３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平
成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており
ます。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１
日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま
で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日
まで）及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財
務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,561,689 3,845,956

受取手形及び売掛金 ※2
 6,536,215 4,706,088

商品 1,745,626 1,569,905

原材料及び貯蔵品 15,750 4,519

その他 866,175 748,265

貸倒引当金 △137,671 △115,077

流動資産合計 11,587,787 10,759,657

固定資産

有形固定資産 ※1
 1,307,067

※1
 1,324,306

無形固定資産

のれん 257,854 354,509

その他 117,768 96,427

無形固定資産合計 375,622 450,936

投資その他の資産

その他 1,414,419 1,535,950

貸倒引当金 △76,138 △139,780

投資その他の資産合計 1,338,280 1,396,169

固定資産合計 3,020,971 3,171,412

資産合計 14,608,758 13,931,069

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 3,899,366 3,681,683

短期借入金 2,586,600 2,134,000

1年内返済予定の長期借入金 246,512 153,949

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払法人税等 132,333 76,010

賞与引当金 80,452 172,226

返品調整引当金 12,335 23,688

事務所移転費用引当金 － 18,198

その他 1,383,246 1,587,454

流動負債合計 8,540,846 8,047,210

固定負債

社債 200,000 400,000

長期借入金 1,650,340 1,468,924

退職給付引当金 31,515 28,223

その他 107,972 225,494

固定負債合計 1,989,828 2,122,641

負債合計 10,530,675 10,169,851
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,158,428 961,058

資本剰余金 1,087,530 890,160

利益剰余金 1,266,826 1,199,567

自己株式 △330,036 △330,036

株主資本合計 3,182,750 2,720,751

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,997 △1,320

繰延ヘッジ損益 △23,155 △18,195

為替換算調整勘定 △9,159 △6,077

評価・換算差額等合計 △26,317 △25,593

新株予約権 7,742 74

少数株主持分 913,907 1,065,985

純資産合計 4,078,083 3,761,217

負債純資産合計 14,608,758 13,931,069
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 29,348,201 28,238,012

売上原価 22,869,371 21,710,903

売上総利益 6,478,830 6,527,109

返品調整引当金戻入額 8,642 11,352

差引売上総利益 6,487,472 6,538,462

販売費及び一般管理費 ※
 6,530,251

※
 6,133,061

営業利益又は営業損失（△） △42,778 405,400

営業外収益

受取ロイヤリティー 23,337 40,025

持分法による投資利益 5,667 －

その他 41,082 43,735

営業外収益合計 70,087 83,761

営業外費用

支払利息 90,482 59,648

デリバティブ解約損 62,881 －

その他 9,988 12,478

営業外費用合計 163,353 72,126

経常利益又は経常損失（△） △136,043 417,035

特別利益

固定資産売却益 28,472 －

貸倒引当金戻入額 － 14,239

デリバティブ評価益 74,910 －

その他 2,655 569

特別利益合計 106,038 14,808

特別損失

減損損失 217,304 －

投資有価証券評価損 118,069 42,564

店舗閉鎖損失 43,727 －

その他 120,840 11,373

特別損失合計 499,942 53,938

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△529,947 377,906

法人税、住民税及び事業税 120,506 163,150

法人税等調整額 8,822 14,570

法人税等合計 129,328 177,720

少数株主利益 29,474 79,155

四半期純利益又は四半期純損失（△） △688,751 121,030
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 9,609,993 10,856,997

売上原価 7,571,230 8,580,720

売上総利益 2,038,763 2,276,277

返品調整引当金戻入額 2,297 32

差引売上総利益 2,041,061 2,276,309

販売費及び一般管理費 ※
 2,010,292

※
 2,142,691

営業利益 30,768 133,617

営業外収益

受取ロイヤリティー 6,342 12,391

持分法による投資利益 5,667 －

その他 7,966 13,358

営業外収益合計 19,976 25,749

営業外費用

支払利息 33,186 19,680

デリバティブ解約損 62,881 －

その他 115 3,009

営業外費用合計 96,183 22,690

経常利益又は経常損失（△） △45,439 136,676

特別利益

固定資産売却益 28,472 －

貸倒引当金戻入額 264 8,859

その他 4,558 －

特別利益合計 33,295 8,859

特別損失

減損損失 － 5,986

投資有価証券評価損 14,559 －

事務所移転費用引当金繰入額 19,000 －

その他 373 2,056

特別損失合計 33,932 8,043

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△46,076 137,492

法人税、住民税及び事業税 29,436 45,097

法人税等調整額 3,627 15,679

法人税等合計 33,063 60,777

少数株主利益 31,565 60,545

四半期純利益又は四半期純損失（△） △110,704 16,170
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△529,947 377,906

減価償却費 127,006 94,475

減損損失 217,304 －

のれん償却額 142,228 96,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,674 18,639

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,249 △91,774

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,454 3,292

受取利息及び受取配当金 △6,809 △5,437

支払利息 90,482 59,648

店舗閉鎖損失 43,727 －

関係会社株式売却損益（△は益） 45,790 －

投資有価証券評価損益（△は益） 118,069 42,564

返品調整引当金の増減額（△は減少） 20,175 △11,352

売上債権の増減額（△は増加） 50,814 △1,831,896

たな卸資産の増減額（△は増加） 900,652 △188,145

仕入債務の増減額（△は減少） △389,987 207,718

未払消費税等の増減額（△は減少） － △96,109

その他 △195,799 △288,237

小計 693,587 △1,612,054

利息及び配当金の受取額 7,445 5,206

利息の支払額 △100,473 △61,279

法人税等の支払額 △205,260 △110,833

法人税等の還付額 － 7,930

営業活動によるキャッシュ・フロー 395,299 △1,771,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △70,929 △173,505

定期預金の払戻による収入 1,451,369 273,265

固定資産の取得による支出 △60,787 △111,628

固定資産の売却による収入 2,832 －

投資有価証券の取得による支出 △1,054 △40,454

投資有価証券の売却による収入 － 17,166

貸付けによる支出 △28,100 △70,520

貸付金の回収による収入 27,502 40,866

差入保証金の差入による支出 △145,564 △90,429

差入保証金の回収による収入 125,328 93,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

525,363 －

事業譲渡による収入 372,177 －

その他の支出 △8,059 △4,570

その他の収入 27,640 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,217,720 △66,643
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,320,000 452,600

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △816,902 △126,021

社債の償還による支出 △567,850 △200,000

株式の発行による収入 376,891 394,740

連結子会社の自己株式取得による支出 △103,137 △160,686

配当金の支払額 △214,929 △53,771

少数株主への配当金の支払額 △13,345 △49,345

その他 － 2,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,659,272 660,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,022 △4,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,274 △1,181,784

現金及び現金同等物の期首残高 2,930,199 3,564,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,867,925

※
 2,382,864
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適

用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事

契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。 

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　

【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

 (四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入

額」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第３四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は274千円であります。

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「減損損失」（当第３四半期連結累計期間5,986

千円）は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結累計期間より特別損失の「その他」

に含めて表示することといたしました。

 

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお

りました「未払消費税等の増減額」は重要性が増したため、第２四半期連結累計期間より区分掲記することとし

ました。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未

払消費税等の増減額」は39,028千円であります。

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減

損損失」（当第３四半期連結累計期間5,986千円）は、重要性が乏しいため、当第３四半期連結累計期間より「営

業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。

前第３四半期連結累計期間において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の収入」に含めて表示

しておりました「投資有価証券の売却による収入」は重要性が増したため、第２四半期連結累計期間より区分掲

記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の

収入」に含まれる「投資有価証券の売却による収入」は112千円であります。

　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

 (四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「投資有価証券評価損」（当第３四半期連結会

計期間964千円）は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間より特別損失の

「その他」に含めて表示することといたしました。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

①一般債権の貸倒見積高の算出方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算出したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算出しております。 

②固定資産の減価償却費の算出方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法に

よっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算出に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 596,154千円
　

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 539,154千円
　

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 6,486千円

支払手形 14,850千円

―――――――――――――
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 2,692,732千円

賞与引当金繰入額 83,967千円

退職給付費用 34,517千円

貸倒引当金繰入額 86,971千円
 

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 2,593,707千円

賞与引当金繰入額 66,217千円

退職給付費用 28,843千円

貸倒引当金繰入額 29,734千円

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 891,198千円

退職給付費用 9,156千円

貸倒引当金繰入額 16,862千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給与及び手当 903,917千円

賞与引当金繰入額 66,217千円

退職給付費用 9,326千円

貸倒引当金繰入額 24,026千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金 3,138,297千円

預入期間が３か月超の定期預金 270,372千円

現金及び現金同等物 2,867,925千円
　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

現金及び預金 2,561,689千円

長期預金 200,000千円

　　　計 2,761,689千円

預入期間が３か月超の定期預金 378,824千円

現金及び現金同等物 2,382,864千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 109,490

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,947

　

３　新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 ― ― 7,742

連結子会社 ― ― ―

合計 ― 7,742

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月12日
取締役会

普通株式 53,771 500平成21年９月30日 平成21年12月10日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間末後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成21年７月31日付で、株式会社ハローコミュニケーションズ、畔柳誠及び平﨑敏之から第三

者割当増資の払込みを受けております。この結果、第２四半期連結会計期間において資本金が197,370千

円、資本準備金が197,370千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,158,428千円、資

本剰余金が1,087,530千円となっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

ソリューション

事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサプ

ライ事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に

対する売上高
3,030,044336,171369,9645,873,8129,609,993 ― 9,609,993

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
7,936 － 13,004 30,763 51,705(51,705) ―

計 3,037,981336,171382,9695,904,5769,661,698(51,705)9,609,993

営業利益 115,841 11,582 34,590 76,821 238,835(208,067)30,768

(注)１　事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な事業内容

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ＯＡ機器、ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合
機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料、Ｗｅ
ｂ構築パック、電気通信設備工事

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、金融サービス（ファクタリング）

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品

３　会計処理方法の変更

(返品調整引当金)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期

間より、将来に予想される返品に備えるため、過去の返品実績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相当額

を計上しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　

ソリューション

事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサプ

ライ事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に

対する売上高
3,213,504373,354330,9776,939,16110,856,997 ─ 10,856,997

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,873 ─ 12,677 56,520 73,071(73,071) ─

計 3,217,377373,354343,6556,995,68110,930,069(73,071)10,856,997

営業利益 132,947 13,596 34,112 144,382325,038(191,420)133,617

(注)１　事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な事業内容

　
　

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ビジネスホン、ＯＡ機器、法人向け携帯サービス、セキュリティー商品、
ネットワーク取次手数料、据付・保守料、電気通信設備工事

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品
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前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

ソリューション

事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサプ

ライ事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に

対する売上高
9,851,2841,946,1061,142,91816,407,89129,348,201 ― 29,348,201

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
24,240 － 46,160 63,510 133,911(133,911) ―

計 9,875,5251,946,1061,189,07916,471,40129,482,113(133,911)29,348,201

営業利益又は営業損失

（△）
398,705△ 86,469157,745 94,540 564,521(607,300)△ 42,778

(注)１　事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な事業内容

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ＯＡ機器、ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、複合
機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料、Ｗｅ
ｂ構築パック、電気通信設備工事

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、金融サービス（ファクタリング）

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品

３　会計処理方法の変更

(返品調整引当金)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期

間より、将来に予想される返品に備えるため、過去の返品実績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相当額

を計上しております。

なお、この変更により、ソリューション事業において、従来と同一の基準によった場合に比べ、当第３四半期

連結累計期間の売上総利益が、8,642千円増加し、営業利益が同額増加しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　

ソリューション

事業

(千円)

モバイル事業

(千円)

サービス＆

サポート事業

(千円)

マーキングサプ

ライ事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に

対する売上高
9,540,8751,155,171988,83716,553,12828,238,012 ─ 28,238,012

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
22,885 ─ 37,487 124,509184,882(184,882) ─

計 9,563,7601,155,1711,026,32416,677,63728,422,894(184,882)28,238,012

営業利益 566,026 41,946 146,272206,822961,068(555,667)405,400

(注)１　事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な事業内容

　

事業区分 主要商品又はサービス

ソリューション事業
ビジネスホン、ＯＡ機器、法人向け携帯サービス、セキュリティー商品、
ネットワーク取次手数料、据付・保守料、電気通信設備工事

モバイル事業 携帯電話、移動体加入手数料

サービス＆サポート事業 ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス

マーキングサプライ事業 ＯＡサプライ品
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会

計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自  平成20

年４月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成

21年12月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31

日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

　１．１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 29,350円42銭
　

　 31,323円　39銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,078,083 3,761,217

普通株式に係る純資産額(千円) 3,156,432 2,695,157

差額の主な内訳(千円)
　新株予約権

　少数株主持分

 
7,742

913,907

 
74

1,065,985

普通株式の発行済株式数(株) 109,490 87,990

普通株式の自己株式数(株) 1,947 1,947

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式数(株)

107,543 86,043
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２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 8,808円　91銭
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益 1,233円96銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 1,225円10銭
　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額の算定上の基礎

項目

前第３四半期
連結累計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期
連結累計期間

(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純
利益又は四半期純損失(△)(千円)

△ 688,751 121,030

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失(△)(千円)

△ 688,751 121,030

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 78,188 98,083

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に用いられた四半期純利
益調整額(千円)

― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に用いられた普通株式増
加数 (株)

― 709

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益の
算定に含まれなかった潜在株式につ
いて前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

―

(提出会社）
平成21年8月20日取締役会決議
第6回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株
平成21年8月20日取締役会決議
第7回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株
 
　なお、これらの概要は「第4　提出会
社の状況、1　株式等の状況、(2)　新株
予約権等の状況」に記載のとおりで
あります。
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 1,286円　62銭
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

150円36銭
148円98銭

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額の算定上の基礎

項目

前第３四半期
連結会計期間

(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期
連結会計期間

(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純
利益又は四半期純損失(△)(千円)

△ 110,704 16,170

普通株式に係る四半期純利益又は四
半期純損失(△)(千円)

△ 110,704 16,170

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 86,043 107,543

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に用いられた四半期純利
益調整額(千円)

― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益の算定に用いられた普通株式増
加数 (株)

― 1,000

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期純利益の
算定に含まれなかった潜在株式につ
いて前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

―

(提出会社)
平成21年8月20日取締役会決議
第6回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株
平成21年8月20日取締役会決議
第7回ストック・オプション
 (新株予約権　2,000個)
  普通株式　　2,000株
 
　なお、これらの概要は「第4　提出会
社の状況、1　株式等の状況、(2)　新株
予約権等の状況」に記載のとおりで
あります。
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　１　重要な事業の譲受

　当社の連結子会社である㈱ＩＰネットサービスは、平成22年２月１日開催の当社の取締役会決議に基づ
き、同日付で㈱Ｌ－ＮＥＴ及び㈱ＮＩＣよりコールセンター事業を譲受けております。
　

(1)事業譲受の目的

当社グループのソリューション事業におけるコールセンターの拡大を図るため、㈱Ｌ－ＮＥＴより東
北地区の３ヶ所（盛岡市、山形市、仙台市）及び㈱ＮＩＣより１ヶ所（さいたま市）のコールセンターを
譲り受けました。
　

(2)譲受ける相手の会社名

　㈱Ｌ－ＮＥＴ
　㈱ＮＩＣ
　

(3)譲受ける事業の内容

コールセンター事業
　

(4)譲受ける資産の金額

　有形固定資産　22,749千円
　無形固定資産　95,745千円
　

(5)譲受の時期

平成22年２月１日

　

(リース取引関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続
き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリー
ス取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

２ 【その他】

平成21年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①  配当金の総額                               　 53,771千円

②  １株当たりの金額                              　   500円

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成21年12月10日

　(注)　平成21年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社エフティコミュニケーションズ(E03405)

四半期報告書

36/38



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

株式会社エフティコミュニケーションズ

取締役会　御中

　

三優監査法人

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　川　　野　　佳　　範　　㊞

　

業務執行社員 　 公認会計士　　山　　本　　公　　太　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社エフティコミュニケーションズの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四
半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４
月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結
損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エフティコミュニケーションズ及び
連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四
半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
追記情報

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会

計期間より将来に予想される返品に備えるため、過去の実績率に基づき、当該返品に伴う売上総利益相当額を返品調

整引当金として計上している。

２．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会

計期間より、会社グループのデリバティブ取引に係るヘッジ方針等を見直したことに伴い、予定取引のうちヘッジ会

計の要件を満たす為替予約取引等について繰延ヘッジ処理を採用している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
(注)１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月12日

株式会社エフティコミュニケーションズ

取締役会　御中

　

三優監査法人

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　川　　野　　佳　　範　　㊞

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　本　　公　　太　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社エフティコミュニケーションズの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四
半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４
月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結
損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エフティコミュニケーションズ及び
連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四
半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
追記情報

　　重要な後発事象に記載されているとおり、平成22年２月１日付けの会社の取締役会決議に基づき、会社の連結子会社で

ある株式会社ＩＰネットサービスは、同日付けでコールセンター事業を譲受けている。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　
(注)１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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